
めざすまちの姿
幹線道路と情報通信ネットワークの整備が進み、市民が利便性の高

い豊かな生活をおくることができるとともに、都市地域と農山漁村地

域の交流や、市外との広域的な交流が活発に行われています。

道路や公園、主要な建物などは、高齢者や子どもの利用に配慮した

整備が進み、公共交通機関の充実とあわせて、市民誰もが安心して外

出できます。

また、上下水道や生活道路などの整備が進められるとともに、犯罪

が少なく、災害にも強い安全なまちづくりが行われ、質の高い快適な

生活環境が整えられています。

7 施策の方向と原則�

しっかり！暮らしの基盤

●国道や道道等
の幹線道路網の

整備

●上水道、簡易水
道の改良整備、水源

の保全と確保

●下水道の整備
、合併処理浄化

槽の普及

●生活道路の整備、総合的な雪対策の充実
●年齢や障がいにかかわらず、市民が利用し
やすいユニバーサルデザインのまちづくり
の推進
●ニーズに即した公営住宅の建設や既存住宅
地の再生などによる住環境整備

●警察署誘致の
推進、地域防犯

体制の充実

●安全・円滑な
道路交通環境の

整備

●高齢者・障害
者・児童等に対

する保護・安

全対策の強化、
交通安全意識の

普及

●消防力の強化及び救急救助体制の整備、防
災施設の整備
●緊急時の代替輸送ルートの検討
●地域防災組織の育成強化及び災害予防意識
の普及
●災害危険箇所の把握、治山治水・海岸保全
対策の推進

●農山漁村地域や高齢者・通勤通学のための
公共交通機関の確保
●中心都市核と札幌市方面との軌道系交通機
関などの導入促進

実現にむけた施策の展開

●情報通信基盤の整備、高度情報通信網の整備●学校・公民館など公共施設の情報化、ネットワーク化

●道路・上下水
道の整備 ●居住環境の整備と確保

●安全・安心な暮
らしの確保

●防災体制の整備と国土の保全

●公共交通体系の維持充実

●情報通信網の整備

13

テーマ�

１�

5つのまちづくりのテーマに沿った具体的な施策の方向性や「めざすまちの姿」は次の
とおりです。
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めざすまちの姿
多くの市民が健康に暮らし、万一のときも身近

なところで適切な医療を受けることができます。

誰もが思いやりの心を持って支え合い、ハンデ

ィキャップを持つ人もそれぞれのスタイルで働い

たり、レクリエーションに参加しています。

高齢になっても、生活スタイルに応じて働き、

あるいは地域づくりなどに積極的に参画しながら、

心身共に健やかで充実した生活を送っています。

地域社会全体で子育てを支援する環境が整い、

子どもたちは、元気で健やかに育っています。

7 施策の方向と原則�

●健康に関する学習機会の充実
●総合保健福祉センターを核にした保健関連施設の
ネットワーク化
●農山漁村地域における地域医療体制の維持・確保
●福祉と保健・医療の連携、融合によるサービスの
向上
●国民健康保険制度の安定的な運営、持続可能な医
療扶助制度の確立

●ノーマライゼーションの理念に基づき、誰もが安心して生活できるまちづくり、在宅福祉サービスの充実●授産施設や地域で障がい者を支える施設の整備促進
●就労・雇用機会の拡大など障がい者が社会で活躍できる環境の整備

●福祉意識の高揚と地域ぐるみの活動支援
●低所得者やひとり親家庭等への、状況に応
じた支援

●消費者と生産
者との交流・連

携の促進

●食や農水産業
を学ぶ機会の創

出等による、

食の安全を確保
する機運の醸成

●豊かで安全な
消費生活を送る

ための啓発・

相談事業の展開

●介護保険制度の適切な運営●住み慣れた家庭や地域で生活できる福祉サービスの提供
●高齢者が豊かな経験や技能などを活かして、地域社会へ参加・活躍できる仕組みづくり

実現にむけた施策の展開

●子どもを安心して産み育てることができる社会
環境づくり
●地域全体で子育てを支援できる仕組みづくり
●母子健康管理と親としての学習機会の充実
●乳幼児や学童への保育サービスの充実や子ども
の遊び場整備

●健康増進と地域医療の確保 ●障がい者福祉の充実

●地域福祉の充実

●安全な消費生
活の確保

●高齢者福祉の充実

●児童福祉・子育て環境の充実

テーマ�

2 はつらつ！日々の暮らし
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もりもり！まちの活力

●生産性の高い農業経営体や意欲ある担い手の育成
●バランスのとれた地域農業構造と生産性、作業効
率の高い農業の実現
●地産地消やクリーン農業の推進
●都市住民への直販流通経路の開拓などによる農業
の高付加価値化の推進
●国土保全、水源の涵養、地域温暖化防止など多面
的機能を発揮する森林の整備・管理

●消費者密着型の商業や商業団体の取組みの支援
●厚田、浜益の地域核における観光客のニーズなども
踏まえた商業ゾーンの形成
●大消費地札幌市との隣接や、石狩湾新港地域を擁す
る立地条件を活かした卸売・流通関連の事業所誘致

●情報提供や事業資金のあっせん、人材育成に対する支援などによる起業の支援●地域産業クラスター創設に向けた働きかけなどによる、新たな地域産業の振興

●豊かで多彩な観光資源・施設のネットワーク化の促進
●自然と歴史・文化が育む「いやし」をテーマとする観
光振興
●森林空間や海辺を活用したレクリエーションづくり
●特色ある建物の保存や修復・整備など、観光施設・資
源の充実
●新しいイベントやPRの充実などの体制づくり

●人工魚礁の設
置などによる漁

業資源の維持・

増大の推進

●漁港整備による
漁業基盤の充実や

担い手の育成

●遊漁船や海産
物加工、朝市な

ど、観光と連携

した複合的な産
業としての育成

実現にむけた施策の展開

●石狩湾新港地域の企業集積を活かした立地
企業間の取引・交流や産業技術の開発促進
●環境・リサイクルなど北海道の新時代にふ
さわしい産業の育成・誘致

●農・林業の振興 ●商業、流通業の振興

●新たな国内外定期航路の開設など石狩湾新港の利用促進
●港湾利用企業の発掘、石狩湾新港地域への企業誘致の促進
●港湾施設の適切な整備促進

●石狩湾新港の利用促進

●起業に対する支援

●観光の振興

●漁業の振興

● 工業の振興

テーマ�
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めざすまちの姿
農林漁業は、生産性の高いやりがいのある産業として、いきいきと営まれていま

す。安全な食料を安定的に供給する役割を果たし、若い人にとっても魅力ある産業

となっています。

石狩湾新港には様々な地域を結ぶ船が盛んに行き交い、多くの企業が立地し、そ

れらが活発に活動する中で、北海道の新時代にふさわしい産業が育成されています。

中心都市核は、まちの顔として賑わいの拠点となり、また、地域核では、地域や

観光客のニーズに合わせた商業づくりが進んでいます。

暑寒別・天売・焼尻国定公園、日本海オロロンラインの豊かな自然や新鮮な味覚

は、多くの観光客を魅了しています。
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めざすまちの姿
海浜や河川、森林などの美しい自然環境が保たれ、

人々の生活にうるおいと安らぎを与えてくれています。

ごみの少ない環境の中で、市民は資源を大切にしな

がら、豊かな自然とのふれあいを楽しんでいます。

市民も加わってつくられた公園では、多くの人々が

憩い、市街地や集落は海、山、川を活かした個性ある

たたずまいを見せています。

きらきら！風、みず、みどり

●市民・事業者・民間団体・行政の役割分担
認識による、資源の効率的利用、廃棄物の
発生抑制や再利用・再資源化
●廃棄物の減量化・資源化の推進による、資
源循環型社会づくり

●環境教育・環境学習による市民の環境意識の高揚と実践
●グリーン購入への取り組みなど、環境を大切にしたまちづくりの推進●自然エネルギーの利用や省資源、省エネルギー、地球温暖化防止を意識した生産・生活スタイル構築の働きかけ

●自然と共生し景観的に優れた公園の整備
●市民参加による公園の整備・再整備、維持
管理の検討・推進

●四季折々の自
然と調和した、

個性あふれる

市街地・集落の
景観形成の推進

●自然とのふれ
あい活動の推進

●自然と共生す
るまちづくりを

めざした海浜

や河川、森林な
どの自然環境の

保全

実現にむけた施策の展開

●公害や有害化学物質による環境汚染の防止
●さわやかな空気、清らかな水などの良質な
生活環境の保全

●廃棄物の減量化と適正処理 ●地球環境の保全

●公園・緑地の整備活用

●個性あふれる
景観づくり

●自然環境の保
全

●公害防止

7 施策の方向と原則�

テーマ�

4
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めざすまちの姿
子どもたちは、学校、家庭、地域の連携の中で、元気で

のびのびと学び、自ら考える能力や連帯感・責任感を培っ

ています。

多様な生涯学習活動が実践され、市民は地域文化の担い

手としていきいきと活動しています。

自然環境を活かし、一人ひとりの体力や経験、好みに応

じたスポーツ・レクリエーションを楽しんでいます。

芸術、文化、スポーツなど国内外との多彩な交流活動が

行われ、都市地域と農山漁村地域との交流が進み、市民は、

暮らしている地域の良さと新しい価値観や個性との出会い

を楽しみながら、心豊かな生活を送っています。

すこやか！みんなの心とからだ

●市民一人ひとりの「学ぶ心」の育成●地域を学び、知恵や技術、情報を相互に享受し合える学習体制の整備充実●学校教育と社会教育が一体となって取り組む学社連携・融合の推進

●地域固有の歴史・文化財、伝承・民俗芸能
等の保存・活用
●歴史的建造物の保存活用・ネットワーク化
●文化・芸術活動の拠点の整備
●優れた芸術文化に接する機会の提供や地域
の伝統的文化の再認識と新しい文化の創造

●各種スポーツ
講座・大会開催

の促進

●スポーツ団体
や指導者の育成

●施設のネット
ワーク化など、

総合的なスポ

ーツ環境の向上

●姉妹都市をはじめとする海外諸国との交流
の推進
●地域資源を活用したイベントや自然体験・
農林漁業体験の機会の設定
●ＵＪＩターン情報の提供などによる市域内
外との交流の促進

テーマ�
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●子どもの個性や可能性に応じたきめ細かな
指導の推進
●家庭・学校・地域の連携
●開かれた学校づくり
●確かな学力と豊かな人間性など総合的な
「生きる力」の育成
●浜益高等学校存続への働きかけ

実現にむけた施策の展開

●市民が主体となって学ぶ機会の提供●社会教育団体の育成●生涯学習などの活動拠点に必要な体制・施設の充実やネットワーク化

●生涯学習の観点に立った地域教育の推進
●歴史文化の保存と
新しい文化の創造

●スポーツ・レクリエ
ーションの振興

●国際交流・地域間交流の推進

●学校教育の充実

●社会教育の充実


